
３ 都市機能を支える交通体系の整備

（１） 駅の乗継円滑化のための大規模改良工事により取得した鉄道施設に係

る課税標準の特例措置の延長及び拡充

○ 内 容

利用者利便の向上の観点から、都市鉄道のネットワーク化及び乗継利便の向上

等を図るため、相互直通化等の乗継円滑化のための大規模改良工事に係る特例措

置の適用期限を２年延長するとともに、特例措置の対象を拡充する。

（延 長）

固定資産税・都市計画税：課税標準 ５年間２／３

取得価格要件 10億円以上（大規模改良工事）

（拡 充）

固定資産税： ＩＣカード乗車券の相互利用化に係る設備」を追加「

課税標準 ５年間３／４



（２） 鉄道駅総合改善事業により取得した施設に係る課税標準の特例措置の

延長

○ 内 容

周辺の街づくりと一体となって鉄道駅の利便性・安全性の向上を図る総合的な

駅改良工事を促進するため、国の補助を受けて第三セクターが取得し、鉄道事業

者に貸し付ける資産に係る特例措置の適用期限を２年延長する。

（延 長）

固定資産税：課税標準 ５年間３／４

 

鉄道駅を周辺事業と一体的に改善 

・他の運送事業者との乗継円滑化 
・駅前広場の整備 
・安全性の確保  等 

駅機能の向上 

〈新しいタイプの鉄道駅総合改善事業〉

都市再生に資する 

・ 連続立体交差事業 

・ 駐輪場整備事業 等 

事業効果が相乗的にアップ 

と連携することにより 



（３） 鉄軌道事業者が駅周辺に設置する駐輪場施設に係る課税標準の特例措

置の延長及び拡充

○ 内 容

鉄道駅周辺の放置自転車問題を解消するために、鉄軌道事業者が駅周辺に設置

する駐輪場施設に係る特例措置を一定の見直しの上、適用期限を２年延長すると

ともに、特例措置の対象を拡充する。

（延 長）

不動産取得税：課税標準 １／４控除

固定資産税 ：課税標準 ３年間２／３

（拡 充）

固定資産税：対象施設に「人工地盤に設けられる大規模な平面駐輪場」を追加

大規模平面自転車駐輪場の例
 

地上駅舎 

新たに建設した人工地盤 

 

新たに建設した人工地盤 

 【課題】 
・ 鉄道駅周辺の放置自転車問題 
・ 駅前広場等の環境整備 
・ 鉄道と自転車との乗り継ぎ抵抗の低減 

駐輪場の整備促進 鉄道事業者の協力 
（用地提供等） 自治体による整備 

※ 現状 
  放置自転車の解消には至らず 
  （用地不足、駅から遠い等） 

線路上空など新たな空間への 
「大規模」「利用しやすい」駐輪場整備 

利用者利便の向上 


